
第第７７章章 介介護護保保険険料料のの見見込込みみ

１．標準給付費見込額の推計

高齢化の進展による自然増や介護報酬改定の影響等を踏まえて見込んだ総給付費に，過去の

実績から見込んだ特定入所者介護サービス費等，高額介護サービス費等，高額医療合算介護サ

ービス費等，審査支払手数料を合わせて，標準給付費を見込みました。

〔図表 ：標準給付費の見込み〕

単位：千円

計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 令和 年度 令和 年度

総給付費

特定入所者介護
サービス費等給付額

高額介護サービス費

等給付額

高額医療合算介護

サービス費等給付額

算定対象審査

支払手数料

審査支払手数料

支払件数（件）

標準給付費見込額

※千円未満の端数処理のため，計が一致しない場合がある（以下同じ）

２．第１号被保険者の保険料の推計

（１）介介護護保保険険のの財財源源とと保保険険料料

介護保険の財源は，半分が国・県・市によって公費負担され，残りの半分は被保険者が納め

る保険料で構成されています。保険料のうち， 歳以上の第 号被保険者と 歳以上 歳

未満の第 号被保険者が納める負担割合は，全国ベースの人口比率によって定められ，第 号

被保険者の負担割合は ％となっています。

〔図表 ：介護保険の財源内訳（令和６～８年度〕

保保険険料料（（２２号号））

保保険険料料（（１１号号））

公公費費
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介護保険の財源は，半分が国・県・市によって公費負担され，残りの半分は被保険者が納め

る保険料で構成されています。保険料のうち， 歳以上の第 号被保険者と 歳以上 歳

未満の第 号被保険者が納める負担割合は，全国ベースの人口比率によって定められ，第 号

被保険者の負担割合は ％となっています。

〔図表 ：介護保険の財源内訳（令和６～８年度〕
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公公費費

（２）地地域域支支援援事事業業費費のの見見込込みみ

地域支援事業費について，今後の事業展開に係る事業費を推計しました。

〔図表 ：地域支援事業費の見込み〕

単位：千円

計画値 参考値

令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 令和 年度 令和 年度

介護予防・日常生活

支援総合事業

介護予防・生活

支援サービス事業

一般介護予防事業

包括的支援事業・

任意事業

地域包括支援

センター運営費

在宅医療・介護

連携推進事業

生活支援体制

整備事業

認知症総合支援

事業

地域ケア会議

推進事業

任意事業

地域支援事業費
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（３）保保険険料料収収納納必必要要額額とと保保険険料料のの基基準準額額

第 号被保険者の保険料は，令和６年度から令和８年度までの第 号被保険者・要介護認定

者数の見込み，標準給付費及び地域支援事業費の推計，国が示す保険料算定に必要な係数等を

基に設定しました。

〔図表 ：保険料収納必要額と保険料の基準額〕

単位：千円

単位 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計

標準給付費見込額（ ） 千円

地域支援事業費（ ） 千円

介護予防・日常生活支援

総合事業費（B①）
千円

包括的支援事業（地域包

括支援センターの運営）

及び任意事業費（B②）

千円

包括的支援事業（社会保

障充実分）（B③）
千円

第１号被保険者負担分相当額

（ ）（ ＋ ）×23％
千円

調整交付金相当額（Ｄ）

（ ＋B①）×5％
千円

調整交付金見込額（ ） 千円

準備基金取崩額（ ） 千円

市町村特別給付費（ ） 千円

保険料収納必要額（ ）

＋ － － ＋
千円

収納率（Ｉ） ％ ％

所得段階別加入割合補正後被

保険者数（ ）
人

保険料基準額（年間）（ ）

÷Ｉ÷
円

保険料基準額（月額）

÷
円

第第９９期期計計画画期期間間中中のの介介護護保保険険料料基基準準額額

年額（円）

月額（円）
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（４）第第１１号号被被保保険険者者のの所所得得段段階階別別保保険険料料

保険料については，被保険者の負担能力に応じた，細やかな段階の設定を行いました。

第９期（令和６～８年度）における所得段階別の保険料（年額）は下記のとおりです。

〔図表 ：第１号被保険者の所得段階別保険料〕

段 階 対 象 者 保険料率
保 険 料
（年 額）

第１段階

生活保護受給者

老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の人

世帯全員が住民税非課税の方で，前年の合計所得金

額（公的年金等に係る所得を除く）と課税年金収入金額

の合計が 万円以下の人

円

第２段階

世帯全員が住民税非課税の人で，前年の合計所得金

額（公的年金等に係る所得を除く）と課税年金収入金額

の合計が 万円を超え 万円以下の人

円

第３段階
世帯全員が住民税非課税の人で，第１段階・第２段階に

該当しない人
円

第４段階

世帯の誰かが住民税課税だが，本人は住民税非課税で

前年の合計所得金額（公的年金等に係る所得を除く）

と課税年金収入金額の合計が 万円以下の人

円

第５段階
世帯の誰かが住民税課税だが，本人は住民税非課税で

第４段階に該当しない人
円

基
準
額

第６段階
本人が住民税課税で，前年の合計所得金額が 万円

未満の人
円

第７段階
本人が住民税課税で，前年の合計所得金額が 万円

以上 万円未満の人
円

第８段階
本人が住民税課税で，前年の合計所得金額が 万円

以上 万円未満の人
円

第９段階
本人が住民税課税で，前年の合計所得金額が 万円

以上 万円未満の人
円

第 段階
本人が住民税課税で，前年の合計所得金額が 万円

以上 万円未満の人
円

第 段階
本人が住民税課税で，前年の合計所得金額が 万円

以上 万円未満の人
円

第 段階
本人が住民税課税で，前年の合計所得金額が 万円

以上 万円未満の人
円

第 段階
本人が住民税課税で，前年の合計所得金額が 万円

以上の人
円

※第１段階から第３段階までの保険料率は低所得者負担軽減後の率
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〈〈資資料料編編〉〉

１．総社市介護保険運営協議会委員名簿

任期：令和４年７月１日～令和７年６月３０日

選 出 区 分 選 出 母 体 氏 名

被保険者を代表する者

総社市老人クラブ連合会の代表者 岡 弘

婦人協議会の代表者 勘藤 倫子

公募委員 東 正博

公募委員 木口 惠子

公募委員 渡邊 美和

公募委員 井田 智江

介護に関し学識経験を

有する者

吉備医師会の代表者 藤井 基弘

民生委員児童委員協議会の代表者 浅沼 弘

岡山県立大学の教員 森永 裕美子

吉備歯科医師会代表者 中田 尚志

川崎医療福祉大学の教員 富田 早苗

在宅介護者の会の代表者 八代 敬徳

介護サービスに関する

事業に従事する者

介護保険施設の代表者 江口 修

地域密着型サービス事業者の代表者 松田 勝美

指定居宅サービス事業所の代表者 一坪 真司

指定居宅介護支援事業所の代表者 小原 誠

訪問看護事業所の代表者 井口 博香

その他介護に関係する

者

愛育委員協議会の代表者 水戸岡 真理子

栄養改善協議会の代表者 林 安子

介護サービス相談員の代表者 渡邊 秀子



〈〈資資料料編編〉〉

１．総社市介護保険運営協議会委員名簿
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選 出 区 分 選 出 母 体 氏 名

被保険者を代表する者

総社市老人クラブ連合会の代表者 岡 弘

婦人協議会の代表者 勘藤 倫子

公募委員 東 正博

公募委員 木口 惠子

公募委員 渡邊 美和

公募委員 井田 智江

介護に関し学識経験を

有する者

吉備医師会の代表者 藤井 基弘

民生委員児童委員協議会の代表者 浅沼 弘

岡山県立大学の教員 森永 裕美子

吉備歯科医師会代表者 中田 尚志

川崎医療福祉大学の教員 富田 早苗
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事業に従事する者

介護保険施設の代表者 江口 修
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指定居宅介護支援事業所の代表者 小原 誠

訪問看護事業所の代表者 井口 博香

その他介護に関係する

者

愛育委員協議会の代表者 水戸岡 真理子

栄養改善協議会の代表者 林 安子

介護サービス相談員の代表者 渡邊 秀子

２．計画策定の経緯

年月日 内容

令和 年７月 「在宅介護実態調査」実施（令和４年７月～令和５年５月）

令和 年 月８日
「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」実施

（ 月８日～ 月 日）

令和５年６月 日 「介護人材実態調査」実施（６月 日～７月 日）

令和５年８月 日
第 回介護保険運営協議会の開催

（ニーズ調査結果，在宅介護実態調査結果報告）

令和５年８月 日 第 回県ヒアリング（自然体推計）

令和５年 月３日 第２回県ヒアリング（サービス量・施設整備量・施策・課題等）

令和５年 月 日
第２回介護保険運営協議会の開催

（介護人材実態調査結果報告，計画素案の審議）

令和６年１月 日 第３回介護保険運営協議会の開催（計画素案の審議）

令和６年１月 日 市議会文教福祉委員会へ計画素案・介護保険料等の説明

令和６年１月 ９日 パブリックコメントの実施（１ ９～ ）

令和６年１月 日
県に計画素案の提出：県への意見照会

（介護保険法第１１７条第１２項に基づく意見聴取）

令和６年２月 日 第４回介護保険運営協議会の開催（計画案の最終審議）

令和６年３月 日 介護保険条例の一部改正議案の議決
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３．介護保険用語集

用 語 用語の解説

あ行

（アイ・エー・ディー・エ

ル）

日常生活を送る上で必要な動作のうち， より複雑で高次な

動作。家事全般，金銭管理，服薬管理，交通機関の利用，電話

の応対などをいう。

アセスメント

利用者が直面している問題や状況の本質，原因，経過，予測を

理解するために，援助に先だって行われる一連の手続きのこ

と。ケアマネジャーがケアプランを作成する前に利用者のニー

ズ，状況等を詳細に把握するために行われる。

いきいき百歳体操

おもりを手首や足につけて椅子に座って行う筋力体操。おもり

の重さは変更でき，個人の筋力や体力に合わせて行うことがで

きる。

一般介護予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業の一部であり，介護予防把握

事業，介護予防普及啓発事業，地域介護予防活動支援事業，一

般介護予防事業評価事業，地域リハビリテーション活動支援事

業からなる。

一般高齢者 要支援・要介護認定を受けていない高齢者を指す。

うつ

うつの症状としては，無気力・無感動・不安感・興奮等があ

り，それに伴い不眠・食欲低下がある。このような症状を示し

ている状態のこと。

運動器 骨・関節・筋肉・神経などの身体を動かす組織・器官の総称。

（エー・シー・ピー）

もしもの時のために，自分が望む医療やケアについて前もって

考え，家族等や医療，ケアチームと繰り返し話合い，共有する

取り組みのこと。（ アドバンス・ケ

ア・プランニング）の総称。愛称は「人生会議」。

か行

介護医療院
要介護者に対し，「長期療養のための医療」と「日常生活上の世

話（介護）」を一体的に提供する機能を持つ施設のこと。

介護給付

要介護認定を受けた被保険者に対する，訪問介護や通所介護な

どの居宅サービスや，介護老人福祉施設などの施設サービスな

どの提供についての保険給付。

要支援認定を受けた被保険者に対するサービスの提供について

の保険給付は，予防給付という。

介護認定審査会

要支援，要介護認定について，審査，判定を行うため設置され

た機関。保健・福祉・医療に関する学識経験者から構成され，

コンピュータ判定の結果と訪問調査の特記事項，主治医の意見

を基に，介護の必要性や程度について審査を行う。



３．介護保険用語集

用 語 用語の解説

あ行

（アイ・エー・ディー・エ

ル）

日常生活を送る上で必要な動作のうち， より複雑で高次な

動作。家事全般，金銭管理，服薬管理，交通機関の利用，電話

の応対などをいう。

アセスメント

利用者が直面している問題や状況の本質，原因，経過，予測を

理解するために，援助に先だって行われる一連の手続きのこ

と。ケアマネジャーがケアプランを作成する前に利用者のニー

ズ，状況等を詳細に把握するために行われる。

いきいき百歳体操

おもりを手首や足につけて椅子に座って行う筋力体操。おもり

の重さは変更でき，個人の筋力や体力に合わせて行うことがで

きる。

一般介護予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業の一部であり，介護予防把握

事業，介護予防普及啓発事業，地域介護予防活動支援事業，一

般介護予防事業評価事業，地域リハビリテーション活動支援事

業からなる。

一般高齢者 要支援・要介護認定を受けていない高齢者を指す。

うつ

うつの症状としては，無気力・無感動・不安感・興奮等があ

り，それに伴い不眠・食欲低下がある。このような症状を示し

ている状態のこと。

運動器 骨・関節・筋肉・神経などの身体を動かす組織・器官の総称。

（エー・シー・ピー）

もしもの時のために，自分が望む医療やケアについて前もって

考え，家族等や医療，ケアチームと繰り返し話合い，共有する

取り組みのこと。（ アドバンス・ケ

ア・プランニング）の総称。愛称は「人生会議」。

か行

介護医療院
要介護者に対し，「長期療養のための医療」と「日常生活上の世

話（介護）」を一体的に提供する機能を持つ施設のこと。

介護給付

要介護認定を受けた被保険者に対する，訪問介護や通所介護な

どの居宅サービスや，介護老人福祉施設などの施設サービスな

どの提供についての保険給付。

要支援認定を受けた被保険者に対するサービスの提供について

の保険給付は，予防給付という。

介護認定審査会

要支援，要介護認定について，審査，判定を行うため設置され

た機関。保健・福祉・医療に関する学識経験者から構成され，

コンピュータ判定の結果と訪問調査の特記事項，主治医の意見

を基に，介護の必要性や程度について審査を行う。

介護報酬

介護サービス提供事業者にサービスの対価として支払われる報

酬。医療保険における診療報酬に当たる。介護報酬の額は介護

給付費単位数表によって単位数を算定し，地域による１単位当

たりの単価を乗じて算出する。

介護保険施設
介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム），介護医療院，介護

老人保健施設のこと。

介護保険料基準額

所得段階別保険料の設定に当たって基準となる額。この基準額

は，第９期計画における所得段階別保険料の第５段階に当たる

保険料。

介護予防・
生活支援サービス事業

介護予防・日常生活支援総合事業の一部であり，予防給付で行

われていた訪問介護，通所介護を，専門的なサービス，多様な

担い手による多様なサービスを提供する事業に移行するもの。

既存の介護事業所に加え， ，民間企業，ボランティアなど

地域の多様な主体による支援を行っていく。

介護予防・

日常生活支援総合事業

地域支援事業の一部であり，介護予防・生活支援サービス事

業，一般介護予防事業からなる。

介護老人保健施設

（老人保健施設）

症状が安定している要介護者が，家庭の復帰を目指し，医学的

管理の下で，看護，介護，リハビリを中心に日常生活の世話を

一体的に受けることができる施設。

課税年金収入
老齢・退職年金等，住民税課税対象の年金収入のことで，障害

年金や遺族年金は課税対象外のため，含まれない。

通いの場

高齢者が容易に通える範囲にあり，介護予防のため週１回から

月１回以上継続してトレーニングや体操などの活動をしたり，

住民同士での交流などができる場所。

基準緩和通所サービス

介護予防・生活支援サービスであり，旧介護予防通所サービス

の基準を一部緩和して実施する２時間から３時間程度の通所サ

ービス。

基本チェックリスト
歳以上の高齢者を対象とした，こころとからだの元気度をチ

ェック（生活機能評価）する 項目の設問のこと。

旧介護予防通所サービス

介護予防・生活支援サービスであり，デイサービスセンター等

の事業所で，要支援・事業対象者が健康チェック，日常生活訓

練，レクリエーション，入浴等の介護を日帰りで受けられる。

旧介護予防訪問サービス

介護予防・生活支援サービスであり，要支援者・事業対象者に

対して，ホームヘルパー等が家庭を訪問し，日常生活上の介護

や家事の援助等を行う。

協議体

生活支援の体制整備に向けて，定期的な情報の共有・連携強化

の場として設置される組織。多様な主体間の情報共有及び連

携・協働による資源開発等を推進する。

協働

市民や市民活動団体，事業者，学校，行政等異なる立場の主体

が，共通の目的や課題の達成に向けて，お互いの特性を理解し

つつ，対等な立場で連携・協力すること

居宅介護支援事業者

要介護認定者が適切に居宅サービスを利用できるよう，介護サ

ービス計画の作成や居宅サービス事業者等との利用調整を行う

事業者。
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居宅サービス
要支援・要介護認定者が居宅や居宅から通うなどして受けるサ

ービス。訪問介護，訪問看護や通所介護などをいう。

居宅療養管理指導，

介護予防居宅療養管理指導

医師，歯科医師，薬剤師，管理栄養士，歯科衛生士，看護職員

等が通院の困難な要支援・要介護者の居宅を訪問し，療養上の

管理及び指導を行う。

ケアキャビネット

医療と介護の情報連携を行う基盤をインターネット上で構築

し，パソコンやタブレット，スマートフォンなどから，いつで

もどこでも在宅患者の情報（プロファイル情報や写真，動画

等）を投稿したり，参照することができるシステム。

ケアプラン

（介護サービス計画書）

利用者及び家族の望む暮らしの実現に向けて，チームが目指す

方向性や果たすべき役割，提供すべきサービスやセルフケア及

び家族支援を具体的に書面に表したもの。

ケアマネジメント

人々が地域社会による見守りや支援を受けながら，地域での望

ましい生活の維持継続を阻害する様々な複合的な課題に対して

生活の目標，課題解決に至る道筋と方向を明らかにし，総合的

かつ効率的に課題解決を図っていくプロセスとそれを支えるシ

ステム。

ケアマネジャー

（介護支援専門員）

介護の知識を幅広く持った専門家で，要介護者からの依頼によ

るケアプランの作成や継続的な管理，評価，サービス事業者と

の連絡調整を行う。一定の研修を修了した人には「主任ケアマ

ネジャー」の資格がある。

軽費老人ホーム

（ケアハウス）

老人福祉法に基づく居住施設のこと。 歳以上のひとり暮らし

などの高齢者が，自立した生活を維持できるように配慮された

施設。

健康そうじゃ

平成 年３月に策定された，市民一人ひとりが，心身ともに健

やかで豊かな人生が送れるよう，地域全体で支え合う健康づく

りを進めていく指針となる計画。

権利擁護
自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な人に代わっ

て，援助者がその権利やニーズ獲得を行うこと。

高額介護サービス費

介護サービスを利用した要支援・要介護の方が１か月間に支払

った利用者負担額が一定の上限（負担限度額）を超えたとき

は，申請によりその超えた分が払い戻される制度。

口腔機能 咀嚼（かむ），嚥下（飲み込む），会話などの機能。

高齢者虐待

高齢者が，養護者あるいは養介護施設従事者などから残酷で不

当な取り扱いを受けること。「身体的虐待」，「心理的虐

待」，「経済的虐待」，「介護・世話の放棄・放任」，「性的

虐待」の大きく５つに区分される。

国保連合会

国民健康保険団体連合会の略。国民健康保険の診療報酬明細書

の審査と診療報酬の支払いが主な業務。介護報酬の支払いや審

査機能のほか，サービスに関する苦情処理やサービスの質の向

上に関する調査，指定サービス事業者及び施設に対する指導・

助言等の役割が与えられている。



居宅サービス
要支援・要介護認定者が居宅や居宅から通うなどして受けるサ

ービス。訪問介護，訪問看護や通所介護などをいう。

居宅療養管理指導，

介護予防居宅療養管理指導

医師，歯科医師，薬剤師，管理栄養士，歯科衛生士，看護職員

等が通院の困難な要支援・要介護者の居宅を訪問し，療養上の

管理及び指導を行う。

ケアキャビネット

医療と介護の情報連携を行う基盤をインターネット上で構築

し，パソコンやタブレット，スマートフォンなどから，いつで

もどこでも在宅患者の情報（プロファイル情報や写真，動画

等）を投稿したり，参照することができるシステム。

ケアプラン

（介護サービス計画書）

利用者及び家族の望む暮らしの実現に向けて，チームが目指す

方向性や果たすべき役割，提供すべきサービスやセルフケア及

び家族支援を具体的に書面に表したもの。

ケアマネジメント

人々が地域社会による見守りや支援を受けながら，地域での望

ましい生活の維持継続を阻害する様々な複合的な課題に対して

生活の目標，課題解決に至る道筋と方向を明らかにし，総合的

かつ効率的に課題解決を図っていくプロセスとそれを支えるシ

ステム。

ケアマネジャー

（介護支援専門員）

介護の知識を幅広く持った専門家で，要介護者からの依頼によ

るケアプランの作成や継続的な管理，評価，サービス事業者と

の連絡調整を行う。一定の研修を修了した人には「主任ケアマ

ネジャー」の資格がある。

軽費老人ホーム

（ケアハウス）

老人福祉法に基づく居住施設のこと。 歳以上のひとり暮らし

などの高齢者が，自立した生活を維持できるように配慮された

施設。

健康そうじゃ

平成 年３月に策定された，市民一人ひとりが，心身ともに健

やかで豊かな人生が送れるよう，地域全体で支え合う健康づく

りを進めていく指針となる計画。

権利擁護
自己の権利や援助のニーズを表明することの困難な人に代わっ

て，援助者がその権利やニーズ獲得を行うこと。

高額介護サービス費

介護サービスを利用した要支援・要介護の方が１か月間に支払

った利用者負担額が一定の上限（負担限度額）を超えたとき

は，申請によりその超えた分が払い戻される制度。

口腔機能 咀嚼（かむ），嚥下（飲み込む），会話などの機能。

高齢者虐待

高齢者が，養護者あるいは養介護施設従事者などから残酷で不

当な取り扱いを受けること。「身体的虐待」，「心理的虐

待」，「経済的虐待」，「介護・世話の放棄・放任」，「性的

虐待」の大きく５つに区分される。

国保連合会

国民健康保険団体連合会の略。国民健康保険の診療報酬明細書

の審査と診療報酬の支払いが主な業務。介護報酬の支払いや審

査機能のほか，サービスに関する苦情処理やサービスの質の向

上に関する調査，指定サービス事業者及び施設に対する指導・

助言等の役割が与えられている。

コンサルテーション
援助を必要とする人に対する協議や相談，専門家による診断や

鑑定を行うこと。

さ行

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者が安心して居住できる住まいを確保することを目的とし

て，バリアフリー構造等を有し，介護・医療と連携し高齢者を

支援するサービスを提供する住宅の名称。平成 年（

年）の「高齢者の居住の安定確保に関する法律（高齢者住まい

法）」の改正により創設された。

財政安定化基金

介護保険の保険者である市町村が，予定していた保険料収納率

を下回ったり保険給付費が見込み以上に増大したりするなどし

て，保険財政に不足を生じた場合に，都道府県に置かれるこの

基金から当該市町村に対して資金を交付または貸与して，安定

化を図るための資金。

在宅医療・

介護連携推進事業

医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が，住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよ

う，在宅医療と介護サービスを一体的に提供するために，居宅

に関する医療機関と介護サービス事業者などの関係者の連携を

推進する事業。

サロン

地域の中で仲間づくりや異世代交流等を目的とした，地域住民

が運営するふれあいの場のこと。地域の福祉的な課題の発見や

地域活動の組織化，福祉教育の場等へ広がる可能性も持った活

動。

社会福祉協議会

社会福祉法に基づき設置された福祉団体で，各市町村に常設さ

れている公共性の高い民間福祉団体。市民や行政，社会福祉事

業関係者などの参加と協動により地域の福祉課題の解決に取り

組み，誰もが安心して暮らしていける「まち」の実現を目指し

て活動する。

社会福祉士

（ソーシャルワーカー）

心身の障がいあるいは環境上の理由などが原因で，日常生活を

営むことに支障がある人の福祉に関する相談援助を行う専門

職。

若年性認知症 歳以上 歳未満の人で認知症の症状がある場合の総称。

重層的支援体制整備移行準備

事業

全世代型地域包括ケア・地域共生社会の実現に向け，育児，介

護，障がい，貧困，ひきこもり，さらには育児と介護に同時に

直面する家庭など，世帯全体の複合化・複雑化した課題を包括

的に受け止める福祉分野における横断的な支援体制を構築する

ことを目指す，重層的支援体制整備事業（相談支援・地域づく

り・参加支援）を円滑に実施するため，各種相談支援機関等と

の調整や体制整備・構築など，新制度への移行準備のため調査

検討をすることを目的としたもの。
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就労的活動支援コーディネー

ター

就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と，就労的活動

の取り組みを実施したい事業者等とをマッチングする役割を果

たす者。高齢者個人の特性や希望に合った活動をコーディネー

トすることにより，役割がある形での高齢者の社会参加等を促

進することが期待されている。

主任ケアマネジャー

介護保険サービスや他の保健・医療・福祉サービスを提供する

者との連絡調整，他の介護支援専門員（ケアマネジャー）に対

する助言・指導などケアマネジメントが適切かつ円滑に提供さ

れるために必要な業務を行う職種。

小規模多機能型居宅介護

利用者（要介護（支援）者）の心身の状況や置かれている環境

に応じて，利用者の選択に基づき，「通い」（デイサービス），

「訪問」（ホームヘルプサービス），「泊まり」（ショートステ

イ）を組み合わせて提供することで，入浴・排せつ・食事等の

介護，調理・洗濯・掃除等の家事等や機能訓練を行うもの。

小地域福祉活動
住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けられるよう，住民同士

が支え合い，助け合う活動。

ショートステイ

多くの場合，介護老人福祉施設・介護老人保健施設に併設され

ている短期入所用のベッドに短期間入所・入院して，必要な介

護や看護を受けたり，機能訓練を行ったりするサービス。福祉

施設で行うものを「短期入所生活介護」，医療施設で行うものを

「短期入所療養介護」という。

自立支援
要介護や要支援者が，自分で動き日常生活ができるように支援

すること。

シルバー人材センター

働く意欲のある高齢者を対象に，臨時的かつ短期的なものまた

はその他の軽易な業務の機会を確保し，就業を通じて，社会参

加と生きがいづくり，高齢者の能力を生かした地域づくりに寄

与することを目的として設立された公益法人。

身体拘束

介護サービス等の利用者の行動を制限する行為。例えば，車い

すやベッドに縛るなどして固定すること，特別な衣服によって

動作を制限すること，過剰に薬剤を投与し行動を抑制するこ

と，鍵付きの部屋に閉じ込めることなどが該当する。身体拘束

は利用者に対して身体的・精神的・社会的な弊害をもたらすこ

とが多いことから，介護保険制度では身体拘束を原則禁止して

いる。

生活支援コーディネーター

（地域支え合い推進員）

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進してい

くことを目的とし，地域において，生活支援・介護予防サービ

スの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（資源開発や

ネットワーク構築の機能）を果たす者。平成 年度から配置し

ている。



就労的活動支援コーディネー

ター
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する助言・指導などケアマネジメントが適切かつ円滑に提供さ
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に応じて，利用者の選択に基づき，「通い」（デイサービス），

「訪問」（ホームヘルプサービス），「泊まり」（ショートステ

イ）を組み合わせて提供することで，入浴・排せつ・食事等の

介護，調理・洗濯・掃除等の家事等や機能訓練を行うもの。

小地域福祉活動
住み慣れた地域でいきいきと暮らし続けられるよう，住民同士

が支え合い，助け合う活動。
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護や看護を受けたり，機能訓練を行ったりするサービス。福祉

施設で行うものを「短期入所生活介護」，医療施設で行うものを

「短期入所療養介護」という。

自立支援
要介護や要支援者が，自分で動き日常生活ができるように支援

すること。

シルバー人材センター

働く意欲のある高齢者を対象に，臨時的かつ短期的なものまた

はその他の軽易な業務の機会を確保し，就業を通じて，社会参

加と生きがいづくり，高齢者の能力を生かした地域づくりに寄

与することを目的として設立された公益法人。

身体拘束

介護サービス等の利用者の行動を制限する行為。例えば，車い

すやベッドに縛るなどして固定すること，特別な衣服によって

動作を制限すること，過剰に薬剤を投与し行動を抑制するこ

と，鍵付きの部屋に閉じ込めることなどが該当する。身体拘束

は利用者に対して身体的・精神的・社会的な弊害をもたらすこ

とが多いことから，介護保険制度では身体拘束を原則禁止して

いる。

生活支援コーディネーター

（地域支え合い推進員）

高齢者の生活支援・介護予防サービスの体制整備を推進してい

くことを目的とし，地域において，生活支援・介護予防サービ

スの提供体制の構築に向けたコーディネート機能（資源開発や

ネットワーク構築の機能）を果たす者。平成 年度から配置し

ている。

生活支援体制整備事業

地域全体で多様な主体によるサービス提供を推進していくた

め，生活支援コーディネーター（地域支え合い推進員）や協議

体を設置し，サービスが創出されるよう取り組みを行う事業。

①地域のニーズと資源の状況の見える化，問題提起 ②地縁組織

等多様な主体への協力依頼などの働きかけ ③関係者のネットワ

ーク化 ④目指す地域の姿・方針の共有，意識の統一 ⑤生活支援

の担い手の養成やサービスの開発 ⑥ニーズとサービスのマッチ

ングを総合的に推進していく。

成年後見制度

認知症高齢者，知的障がい者，精神障がい者など判断能力が不

十分な人の自己決定の尊重と本人の保護の調和を図り，権利を

守る制度。「法定後見制度」は，家庭裁判所で選任した成年後

見人などがこれらの人の意思を尊重し，その人らしい生活のた

めに，その人に代わって財産管理や身上監護などを行う。その

他，判断能力が不十分になった場合に備えて，財産管理や身上

監護等を自分の信頼する人に希望どおりに行ってもらえるよ

う，あらかじめ契約しておくことができる「任意後見制度」も

ある。

前期高齢者・後期高齢者
歳以上 歳未満の方を前期高齢者， 歳以上の方を後期

高齢者という。

総合事業 介護予防・日常生活支援総合事業の略称。

た行

第 号被保険者・第２号被

保険者

介護保険では，第１号被保険者は 歳以上，第２号被保険者は

歳以上 歳未満の医療保険加入者をいう。第１号被保険者

は，原因を問わず，要介護認定を受けて介護保険サービスを利

用できるのに対し，第２号被保険者のサービス利用は，要介護

状態になる可能性の高い特定の疾病により要介護認定を受けた

場合に限定される。

団塊ジュニア世代
昭和 年（ 年）から昭和 年（ 年）までに生

まれた世代。

団塊の世代
昭和 年（ 年）から昭和 年（ 年）までに生

まれた世代。

短期集中通所サービス

介護予防・生活支援サービスであり，リハビリテーション専門

職により行う，３か月または６か月の期間を定めた通所サービ

ス。

短期入所生活介護，

介護予防短期入所生活介護

介護老人福祉施設等に短期間入所して，日常生活の介護や機能

訓練が受けられる。

短期入所療養介護，

介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設等に短期間入所して，医学的管理の下に日常

生活の看護や機能訓練が受けられる。

地域共生社会

「支える側」と「支えられる側」という固定された関係ではな

く，高齢者，障がい者，児童，生活困窮者等を含む地域のあら

ゆる住民が役割を持ち，支え合いながら自分らしく活躍できる

地域社会。
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地域ケア

高齢者が介護や支援が必要な状態になっても，住み慣れた家庭

や地域で安心して生活を送れるよう，保健・医療・福祉の関係

者をはじめ，地域の各種団体や住民が連携し，地域全体で高齢

者を支える仕組み。

地域支援事業

要支援，要介護状態になる前からの介護予防を推進するととも

に，要介護状態となった場合においても，可能な限り，地域に

おいて自立した日常生活を営むことができるよう支援するため

の事業。

地域福祉

地域社会を基盤に住民参加による協動に基づいて福祉コミュニ

ティを構築し，住民一人ひとりの生活保障を実現していく考え

方。

地域福祉計画

住民に最も身近な行政主体である市町村が，地域福祉推進の主

体である地域住民，福祉サービスを提供する事業者，民生委

員・児童委員，ボランティア等の地域で福祉活動を行う者をは

じめとする地域の関係団体の参加を得て，地域の生活課題を，

それに対応する必要なサービスの内容・量や，その現状を明ら

かにし，かつ，確保し提供する体制を計画的に整備することを

内容とする計画。

地域包括ケア会議

高齢者が住み慣れた地域で，その人らしい生活を継続すること

ができるよう，保健，医療及び福祉サービス，地域資源の活用

の検討や総合調整等を行うために設置した検討組織。

地域包括ケアシステム

高齢者が住み慣れた地域で安心していつまでも暮らすことがで

きるように，医療，介護，見守り等の生活支援サービス，住ま

いなどが日常生活圏域内で用意され，包括的，継続的に提供で

きる仕組み。

地域包括支援センター

地域住民の心身の健康維持や生活の安定，保健・福祉・医療の

向上，財産管理，虐待防止等の様々な課題に対して，地域にお

ける総合的なマネジメントを担い，課題解決に向けた取り組み

を実践していく機関。

基本機能として，①地域の高齢者の実態把握や，虐待への対応

等権利擁護を含む「総合的な相談窓口機能」②要支援認定者の

予防プラン作成を行う「介護予防マネジメント」③介護サービ

ス以外の様々な生活支援，要介護認定者への支援を行う「包括

的・継続的ケアマネジメント」を担っている。

地域密着型サービス

高齢者が身近な地域での生活が継続できるよう，平成 年の介

護保険制度改正によって創設された介護保険サービス。市町村

が介護サービス事業者の指定や指導・監督を行うとともに，日

常生活圏域ごとに必要な整備量を調整し，地域の実情に応じた

基準や介護報酬の設定が可能。

地域リハビリテーション活動

支援事業

地域における介護予防の取り組みを機能強化するために，通

所，訪問，地域ケア会議，サービス担当者会議，住民運営の通

いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事

業。



地域ケア

高齢者が介護や支援が必要な状態になっても，住み慣れた家庭

や地域で安心して生活を送れるよう，保健・医療・福祉の関係

者をはじめ，地域の各種団体や住民が連携し，地域全体で高齢

者を支える仕組み。

地域支援事業

要支援，要介護状態になる前からの介護予防を推進するととも

に，要介護状態となった場合においても，可能な限り，地域に

おいて自立した日常生活を営むことができるよう支援するため

の事業。

地域福祉

地域社会を基盤に住民参加による協動に基づいて福祉コミュニ

ティを構築し，住民一人ひとりの生活保障を実現していく考え

方。

地域福祉計画

住民に最も身近な行政主体である市町村が，地域福祉推進の主

体である地域住民，福祉サービスを提供する事業者，民生委

員・児童委員，ボランティア等の地域で福祉活動を行う者をは

じめとする地域の関係団体の参加を得て，地域の生活課題を，

それに対応する必要なサービスの内容・量や，その現状を明ら

かにし，かつ，確保し提供する体制を計画的に整備することを

内容とする計画。

地域包括ケア会議

高齢者が住み慣れた地域で，その人らしい生活を継続すること

ができるよう，保健，医療及び福祉サービス，地域資源の活用

の検討や総合調整等を行うために設置した検討組織。

地域包括ケアシステム

高齢者が住み慣れた地域で安心していつまでも暮らすことがで

きるように，医療，介護，見守り等の生活支援サービス，住ま

いなどが日常生活圏域内で用意され，包括的，継続的に提供で

きる仕組み。

地域包括支援センター

地域住民の心身の健康維持や生活の安定，保健・福祉・医療の

向上，財産管理，虐待防止等の様々な課題に対して，地域にお

ける総合的なマネジメントを担い，課題解決に向けた取り組み

を実践していく機関。

基本機能として，①地域の高齢者の実態把握や，虐待への対応

等権利擁護を含む「総合的な相談窓口機能」②要支援認定者の

予防プラン作成を行う「介護予防マネジメント」③介護サービ

ス以外の様々な生活支援，要介護認定者への支援を行う「包括

的・継続的ケアマネジメント」を担っている。

地域密着型サービス

高齢者が身近な地域での生活が継続できるよう，平成 年の介

護保険制度改正によって創設された介護保険サービス。市町村

が介護サービス事業者の指定や指導・監督を行うとともに，日

常生活圏域ごとに必要な整備量を調整し，地域の実情に応じた

基準や介護報酬の設定が可能。

地域リハビリテーション活動

支援事業

地域における介護予防の取り組みを機能強化するために，通

所，訪問，地域ケア会議，サービス担当者会議，住民運営の通

いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する事

業。

チームオレンジ

認知症サポーター等が支援チームを作り，認知症の人や家族の

ニーズに合った具体的な支援につなげる仕組み。認知症の人も

メンバーとしてチームに参加することが望まれる。

通所介護

デイサービスセンター等の事業所で，要介護者が健康チェッ

ク，日常生活訓練，レクリエーション，入浴等の介護を日帰り

で受けられる。

通所リハビリテーション，

介護予防通所リハビリテーシ

ョン

介護老人保健施設や病院・診療所等で，要支援・要介護者が機

能訓練や入浴等を日帰りで受けられる。

特定施設入居者生活介護，

介護予防特定施設入居者生活

介護

介護保険の指定を受けた有料老人ホーム，軽費老人ホーム，養

護老人ホーム，サービス付き高齢者向け住宅等に入所して，日

常生活上の支援や機能訓練及び療養上の世話を受けられる。

特定入所者介護サービス費

低所得の要介護者が介護保険施設サービスや短期入所サービス

を利用した場合や低所得の要支援者が短期入所サービスを利用

した場合，食費・居住費について支給される費用。

閉じこもり

高齢者の生活の行動が家の中に限られて，日常生活の範囲が非

常に狭くなっている状態のこと。隣近所，買い物，通院など含

め 週間に 回未満の外出頻度が閉じこもり状態とされ，心身

の活動の低下につながる。

な行

日常生活圏域

高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするため，第

期介護保険事業計画からは市町村内を日常生活の圏域に分け，

サービス基盤を整備することとなった。圏域の設定にあたって

は，保険者ごとに，地理的条件，人ロ，交通事情その他社会的条

件，介護給付等対象サービスを提供するための施設の整備状況等

を総合的に勘案し，定めることとなっている。

日常生活支援

介護保険で自立と認定された方やひとり暮らしの方など，高齢

者の方が安定した日常生活が送れるよう支援するサービスの概

要。

任意事業

地域支援事業のうち市町村の判断により行われる事業で，介護

保険事業の運営の安定化を図るとともに，被保険者や介護者な

どを対象とし，地域の実情に応じた必要な支援を行うことを目

的とした事業。事業の種類としては，「介護給付等費用適正化事

業」や「家族介護支援事業」などがある。

認知症
いろいろな原因で脳の細胞の働きが悪くなったために様々な障

がいが起こり，生活する上で支障が出ている状態。

認知症カフェ
認知症の方と家族，地域住民，専門職等の誰もが参加でき，集

う場。

認知症ケアパス

認知症の人が認知症を発症したときから，生活機能障がいが進

行していく中で，その進行状況にあわせていつ，どこで，どの

ような医療・介護サービスを受ければよいかをあらかじめ標準

的に決めておくもの。
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認知症サポーター
認知症について正しく理解し，認知症の人や家族を温かく見守

り，支援する応援者。

認知症初期集中支援チーム

認知症が疑われる人や認知症高齢者，その家族を初期の段階か

ら包括的，集中的に支援する体制の強化を図るため，複数の専

門職で組まれたチームのこと。

認知症施策推進大綱

認知症の発症を遅らせ，認知症の人ができる限り地域の良い環

境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指

し，認知症施策推進関係閣僚会議において令和元年（

年）６月 日にとりまとめられたもの。

認知症総合支援事業

保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による，認知

症の早期における症状悪化の防止のための支援，その他の認知

症であるまたはその疑いのある被保険者に対する総合的な支援

を行う事業。認知症初期集中支援チーム，認知症地域支援推進

員を設置することにより，認知症ケア向上の推進を図る。

認知症地域支援推進員

認知症の人が住み慣れた地域で安心していきいきと暮らし続け

ることができるよう，地域の実情に応じて，医療機関，介護サ

ービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人

やその家族を支援する相談業務を行う。

認定調査
介護認定審査の際に，市町村の訪問調査員が被保険者を訪問

し，心身の状態について本人や家族から聞き取りを行う調査。

は行

パブリックコメント
（市民意見公募）

市政への参加機会を拡大するため，市が施策の立案過程におい

て趣旨，目的，背景等を広く公表し，市民等からの意見を求め

る制度。

ハラスメント
相手の意に反する行為（言動や行動）によって相手を不快にさ

せたり，人間としての尊厳を傷づけたり，脅したりすること。

（ビー・エム・アイ）

の略で体格指数のこと。体重（㎏）÷〔身長

（ ）×身長（ ）〕により算出する。 が 以上を「肥

満」， 未満を「低体重（やせ）」としている。高齢者の場合

は 以上が望ましい。

サイクル

（ピーディーシーエー）

（目標を決め，それを達成するために必要な計画を立案），

（立案した計画の実行）， （目標に対する進捗を確認

し評価・見直し）， （評価・見直しした内容に基づき，適

切な処置を行う）というサイクルを回しながら改善を行ってい

くこと。

避難行動要支援者（要配慮

者）

災害等により避難が必要となった場合に，自力での避難が困難

で，避難にあたって特に支援を要する人のこと。災害時要援護

者とも呼ばれる。

被保険者

介護保険においては，高齢者のみならず 歳以上の者を被保険

者としている。年齢を基準に第１号被保険者（ 歳以上の人）

と第２号被保険者（ 歳以上 歳未満の医療保険に加入して

いる人）に区分される。

福祉用具

高齢者や障がい者の自立に役立ち，介護する方の負担を軽減す

るための用具。具体的には，特殊寝台，車いす，褥瘡（じょく

そう）予防用具，歩行器等。



認知症サポーター
認知症について正しく理解し，認知症の人や家族を温かく見守

り，支援する応援者。

認知症初期集中支援チーム

認知症が疑われる人や認知症高齢者，その家族を初期の段階か

ら包括的，集中的に支援する体制の強化を図るため，複数の専

門職で組まれたチームのこと。

認知症施策推進大綱

認知症の発症を遅らせ，認知症の人ができる限り地域の良い環

境で自分らしく暮らし続けることができる社会の実現を目指

し，認知症施策推進関係閣僚会議において令和元年（

年）６月 日にとりまとめられたもの。

認知症総合支援事業

保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による，認知

症の早期における症状悪化の防止のための支援，その他の認知

症であるまたはその疑いのある被保険者に対する総合的な支援

を行う事業。認知症初期集中支援チーム，認知症地域支援推進

員を設置することにより，認知症ケア向上の推進を図る。

認知症地域支援推進員

認知症の人が住み慣れた地域で安心していきいきと暮らし続け

ることができるよう，地域の実情に応じて，医療機関，介護サ

ービス事業所や地域の支援機関をつなぐ連携支援や認知症の人

やその家族を支援する相談業務を行う。

認定調査
介護認定審査の際に，市町村の訪問調査員が被保険者を訪問

し，心身の状態について本人や家族から聞き取りを行う調査。

は行

パブリックコメント
（市民意見公募）

市政への参加機会を拡大するため，市が施策の立案過程におい

て趣旨，目的，背景等を広く公表し，市民等からの意見を求め

る制度。

ハラスメント
相手の意に反する行為（言動や行動）によって相手を不快にさ

せたり，人間としての尊厳を傷づけたり，脅したりすること。

（ビー・エム・アイ）

の略で体格指数のこと。体重（㎏）÷〔身長

（ ）×身長（ ）〕により算出する。 が 以上を「肥

満」， 未満を「低体重（やせ）」としている。高齢者の場合

は 以上が望ましい。

サイクル

（ピーディーシーエー）

（目標を決め，それを達成するために必要な計画を立案），

（立案した計画の実行）， （目標に対する進捗を確認

し評価・見直し）， （評価・見直しした内容に基づき，適

切な処置を行う）というサイクルを回しながら改善を行ってい

くこと。

避難行動要支援者（要配慮

者）

災害等により避難が必要となった場合に，自力での避難が困難

で，避難にあたって特に支援を要する人のこと。災害時要援護

者とも呼ばれる。

被保険者

介護保険においては，高齢者のみならず 歳以上の者を被保険

者としている。年齢を基準に第１号被保険者（ 歳以上の人）

と第２号被保険者（ 歳以上 歳未満の医療保険に加入して

いる人）に区分される。

福祉用具

高齢者や障がい者の自立に役立ち，介護する方の負担を軽減す

るための用具。具体的には，特殊寝台，車いす，褥瘡（じょく

そう）予防用具，歩行器等。

福祉用具貸与，
介護予防福祉用具貸与

要支援・要介護者の自立を助けたり，機能訓練に用いるための

福祉用具，介護者の負担を軽くするための歩行器や車いす等の

福祉用具をレンタルすることができる。

フレイル
身体的，精神的な働き，社会的つながりが弱くなった状態でそ

のまま放置すると要介護状態になる可能性がある状態のこと。

フレイル予防

従来の介護予防をさらに進め，より早期からの介護予防を意味

している。フレイルの進行を予防するためには，身体的要素，

心理的・精神的要素，社会的要素３つの側面から総合的にみて

対応する必要がある。

包括的支援事業
地域支援事業のうち，地域包括支援センターの運営，在宅医

療・介護連携の推進，認知症施策の推進等。

訪問介護
要介護者に対して，ホームヘルパー等が家庭を訪問し，日常生

活上の介護や家事の援助等を行う。

訪問看護，

介護予防訪問看護

医師の指示に基づいて，看護師や理学療法士等が，要支援・要

介護者の家庭を訪問し，健康状態のチェックや療養上の世話を

行う。

訪問入浴介護，

介護予防訪問入浴介護

移動入浴車等が要支援・要介護者の家庭を訪問し，入浴介助を

行う。

訪問リハビリテーション，

介護予防訪問リハビリテーシ

ョン

医師の指示に基づいて，保健師や作業療法士等が，要支援・要

介護者の家庭を訪問し，機能訓練を行う。

ポピュレーションアプローチ

健康リスクに対する取り組みの一つ。集団全体を対象として働

きかけを行い，全体としてリスクを下げる取り組み方法を指し

ており，一次予防の役割を担う。

ま行

民生委員・児童委員

地域において，住民の社会福祉に関する相談に応じ，必要な支

援を行う人のこと。民生委員は，民生委員法により厚生労働大

臣から委嘱され，また，児童福祉法により児童委員を兼ねる。

みんなで見守るネットワーク

（そうじゃ みんなで見守る

ネットワーク）

体調不良，虐待，行方不明，消費者被害等の早期発見を目的

に，地域の企業や事業者・団体等と市が連携し，地域ぐるみで

高齢者を見守る事業。

や行

ヤングケアラー

年齢や成長の度合いに見合わない重い責任や負担を負って，本

来，大人が担うような家族の介護（障がい・病気・精神疾患の

ある保護者や祖父母への介護など）や世話（年下の兄弟の世話

など）をすることで，自らの育ちや教育に影響を及ぼしている

歳未満の子どものこと。

有料老人ホーム

食事や日常生活の援助が受けられる老人ホームのうち，介護老

人福祉施設や養護老人ホーム，ケアハウス等ではないもの。「介

護付き」「住宅型」「健康型」の つの種類に分けられる。

資
料
編



要介護度

要介護度は，要支援１・２，要介護１～５の 段階に区分され

る。要介護状態や要支援状態にあるかどうか，要介護状態にあ

るとすればどの程度かを，市町村に設置される介護認定審査会

で判定する。居宅サービスでは，要介護度ごとに， か月に利

用できるサービス費の上限額（区分支給限度額）が定められて

いる。

養護老人ホーム

身体上，精神上，環境上の問題があり，かつ経済的な理由で自

宅において生活することが困難な高齢者が入所できる施設。身

体機能は自立が基本。個人と施設の契約による契約施設ではな

く，市が入所の必要を決定し入所する措置施設。

要支援・要介護

（要支援状態・要介護状態）

介護保険制度では，認定審査会が行う要介護認定の結果，要支

援１・２，または要介護１～５と認定された場合に介護保険の

サービスを受けることができる。

要支援状態とは，身体上若しくは精神上の障がいがあるため，

入浴，排せつ，食事等の日常生活における基本的な動作の全部

若しくは一部について， か月間にわたり継続して常時介護を

要する状態の軽減，若しくは悪化の防止に特に資する支援を要

すると見込まれまたは身体上若しくは精神上の障がいがあるた

めに か月間にわたり継続して日常生活を営むのに支障がある

と見込まれる状態をいう。要介護状態とは，身体上または精神

上の障がいがあるために，入浴，排せつ，食事等の日常生活に

おける基本的な動作の全部または一部について， か月間にわ

たり継続して常時介護を要すると見込まれる状態をいう。

予防給付

要支援１・２の認定を受けた介護保険の被保険者に対する保険

給付のこと。給付の内容は，介護給付から施設サービスに係る

給付等が除外され，その他は介護給付に準じている。

ら行

リハビリテーション

介護予防，重度化予防の観点で，施設から在宅まで障がいのあ

る人や高齢者が，機能訓練だけでなく生活機能の向上を目指し

た活動に取り組むこと。

老齢福祉年金

国民年金制度が発足した当時すでに高齢になっていたため，老

齢年金の受給資格期間を満たすことができなかった人に支給さ

れる年金。対象者は明治 年（ 年）４月１日以前に生

まれた人，または大正５年（ 年）４月１日以前に生まれ

た人で一定の要件を満たしている人。


